
下郷町内会 人事規定（案） 

                           2026 年 1 月 30 日 

1 月 30 日の役員会で紹介する人事規定（案）を、下記の通り修正致しました。 

 

下郷町内会 人事規定（案） 補足（案） 

 

前文 

近年、社会環境の変化に伴い、会員の高齢化と男女ともの就労年齢上昇、専業主婦の人数低下、

により、町内会活動を担う役員の選出が困難になってきている。現在、規約第６条、第７条に役

員の種別と選任条項があるが、推薦条項がない。令和 7 年現在の現状は下郷町内会においても、

規約第 6 条に定める班長を除く役員人数（24～25 名）を従来の他薦、自薦による役員選出では

困難になっている。令和 7 年現在の状況は役員総数 19 名で不足分を兼任により運営している。

複数役職を兼任することにより負担が増加し任務時間が増加している現状を鑑み、早急な対策を

講じる必要がある。 

 

 

第１章 総則 

目的 第 1 条 この規定は下郷町内会（以下、町内会、と言う）の役員選出を円滑かつ

永続して行うための役員、理事を推薦により選任することを目的とする 

 

運営 第 2 条 目的を実行するため班長を除く全役員から選出した人事委員会を置く  

対象役員 第 3 条 班長を除く、規約第６条の会長、副会長、監事、総務役員、会計役員、防

災担当および地域担当常任理事（以下、組長と呼ぶ）を推奨の対象と定

める 

 

  

第2章 人事委員会任務と責任  

委員選定 第 4 条 人事委員会の委員には、会長・副会長・総務担当役員を含め５名を選定

し、組織する 

 

人事委員会 第 5 条 委員会は、会長を委員長とし、書記を自薦、互選により選定する  



の構成  

委員長、書

記、委員の

任務 

第 6 条 (1) 委員長は、第３条の対象役員に、移動、欠員が生じた場合、速やかに

人事委員会を招集し、選定を行う。 

(２) 委員長は、人選決定結果を、町内会役員会に報告する。 

(３) 書記は、委員を兼務するとともに委員会活動、人事異動の記録を行

い、保存する。役員名簿の作成、管理を行う。 

(４) 委員は、人事に関する協議に参加し、選定を担う。 

 

選定、協議 第 7 条 選定、協議で複数候補に分かれ決定できない場合、多数決で決定する  

 

第3章 会長、副会長、監事の選出 

 第 8 条 人事委員会は規約第 10 条の通り、任期２年の半年前に、会長、副会長及

び監事の業務の継続を確認し、これを継続しない場合は次年度の人選を、

次の要領・順序で当該年１２月までに行う： 

 

(1) 希望者を公募し選出する。公募は、公募後 1 ヶ月を目途とする。 

(2) 公募が成立しない場合、班長を除く現役員の中から、退任する会

長、副会長、監事の所属する組の次の組から輪番制で選出する。こ

の場合、兼務を避ける為に新役員を、欠員が予想される組から選出

する。 

(3) (1)及び(2)が成立しない場合、退任する会長、副会長、監事の所属

する組の次の組から選出する。この場合、兼務を避けるために新役

員を、欠員が予想される組から選出する。 

(4) 会長、副会長、監事の当該業務の任期中に遂行が困難になり残任期

間がある場合は、会長、副会長、監事の所属する組から選出し、残

任期間を務める。 

(5) 選任された会長、副会長、監事は、役員会及び総会で承認を受けるこ

ととする。 

「任期 2 年の半年前」の具体例： 

 通常は 4 月に開始し、翌々年の 3 月に任期

切れとなりますので、翌年の 9 月末が、任

期の半年前となります。 

 従って、翌年 10 月から 12 月迄に人選する

ことになります。 

(2) 輪番制を採用する根拠は、一般的に、最も

高く支持されている解決法だから。 

(3) 会長・副会長・監事の相互の兼務の禁止、

及び総務・会計・専任理事・組長の兼務の

禁止 

選出の方法 

① 公募（公募期間は 1 ヶ月を目途）する、応

募者なき場合は、 

② 現役員の中から輪番制を採る。 

現役員が 3 組なら、4 組から選出（但し、

第一回目はバランスを見て、人事委員会



が、どの組から選出するかを決める）。 

現役員で該当者がない場合は、 

③ 現役員の所属する組の、次の組から輪番

制で選出する。 

 

第4章 総務、会計、専任理事の選出 

 第 9 条 人事委員会は規約第 10 条の通り、総務役員、会計役員、及び専任理事の

任期２年終了に伴う辞任申し出があるとき、又は、総務、会計、専任理

事の業務遂行が困難になった時は、次の順序により、当該年の 12 月まで

に選出を行う：  

(1)  希望者を公募し選出する。公募は、公募後 1 ヶ月を目途とする。 

(2) (1)が成立しない場合、班長を除く現役員の中から、退任する総

務、会計、専   任理事の所属する組の次の組から輪番制で選出す

る。この場合、兼務を避ける為に新役員を、欠員が予想される組か

ら選出する。 

(3)  (1)及び(２)が成立しない場合、退任する総務、会計、専任理事の所

属する組の次の組から選出する。この場合、兼務を避けるために新役

員を、欠員が予想される組から選出する。 

(4)  総務、会計、専任理事の任期中に遂行が困難になり残任期間がある

場合、総務役員、会計役員、及び専任理事の所属する組から選出し、

残任期間を務める。 

(5) 選任された総務、会計、専任理事は、町内会役員会で承認決定をうけ

る。 

選出の方法 

① 会長、副会長、監事選出の方法に同じ 

 

 

 

 



 

 

 

第5章 地域担当常任理事（組長）の選出 

 第 10

条 

人事委員会は規約第１０条の通り２年毎に組長は、任期 2 年終了に伴う

辞任申し出でがあるとき、又は組長の業務遂行が困難になった時は、残

任期間を含めて次年度の候補人選を、次の要領で当該年の１２月までに

行う： 

(1) 希望者を組の中から公募し、選出する。 

(2)  公募が成立しない場合は、組の中から班を輪番制とする順番により

選出する。 

選出の方法 

① 組の中から公募する。 

② 応募者がない場合は、組の中で、輪番制で

選出する。 

組の中での選出が成立しない特殊事情がある

場合は、人事委員会が裁定する。 

 付則 この規定は令和 8 年（2026 年）4 月 1 日より施行する  

 

 


